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第1部　気象業務の現状と今後

5 民間の気象事業

　気象等の現象は、交通、電力、農業、食品や衣料品販売等様々な産業に影響を与え、国民の生活に

密接にかかわっています。一方、高速インターネットやスマートフォンをはじめとする携帯端末の普及等、

情報通信技術の目覚ましい発展と相まって、多くの国民が、既製品的な情報を一方的に受けるだけでなく、

自らの判断で必要とする情報を入手できる環境が整ってきました。国民及び産業界のニーズは、今後、よ

り多様化･個別化することが見込まれることから、民間気象事業者による、最新の情報通信技術を活用

した個々のニーズに対応した幅広い気象サービスの提供が欠かせません。

　気象庁は、国民が安心して民間気象事業者の予報を利用できるよう予報業務の許可制度、気象予報

士制度を設けるとともに、このような民間気象事業者の活動を支えるため、民間気象業務支援センターを

通じて、気象庁が保有する情報の提供及び支援を行っています。

○予報業務の許可制度

　民間気象事業者のサービスは、創意工夫により様々な取り組みがなされていますが、サービスを利用す

る国民の側からみると、その精度や提供主体の技術力について判断することは困難です。このため、気

象庁では、民間気象事業者が、気象や波浪、地震･火山等の現象を予報する場合には、警報等の防災

気象情報との整合性や、国民の期待する「正確な気象情報の提供」を確保できるよう、あらかじめ気象

庁長官がその者の予報業務に必要な要員及び施設等が備わっていることを確認する「予報業務許可制度」

を設けています。

○気象予報士制度

　予報の精度は、現象の予想をどのような方法で

行うかに左右されます。気象や波浪等の現象の予

想には、数値予報資料の解釈など高度な技術を要

することから、民間気象事業者が気象などの予報

業務を行う際には気象予報士に行わせることを義

務付けており、これにより予報の一定の技術水準

を担保しています。気象予報士は国家資格であり、

業務に必要な知識及び技術について試験を行う気

象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受け

る必要があります。気象予報士には平成 26 年 4月

1日現在、9,038人が登録されています。また、気

象予報士は、民間気象事業者が行う予報業務の中

核となる技術者だけでなく、報道等を通じた解説

や防災関係者･一般住民を対象とした講演会等、

気象予報士の登録者数の推移

気象予報士試験は、最初の平成 6 年度は 3 回実施、平成 7年度以降は
年2回実施しています。1年に300名程度の気象予報士が誕生しています。
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様々な場面で防災知識の普及･啓発にも貢献しています。なお、地震動と火山現象、津波の予報は、現

象の予想を国土交通省令で定める技術上の基準に適合した手法で行うこととすることにより、予報の一

定の技術水準を担保しています。

○民間気象事業者等に対する支援

　気象庁は、当庁が保有する観測･解析･予報等

の成果及びこれらの作成過程で得られる数値予報

資料や解説資料等の気象情報を、民間気象業務

支援センターを通じて民間気象事業者等へ提供し

ています。これら、気象庁の保有する気象情報は、

民間気象事業者等により、個別企業や個人のニー

ズに対応した情報に加工されることによって、産業

界の多様な活動や社会サービスの基盤として活用さ

れています。また、数値予報等、気象庁による予

測技術の高度化に伴い、民間気象事業者の技術基

盤の確保と高度化が益々必要となっていることから、気象庁では、民間気象事業者を対象に最新の技術

や気象情報について解説する講習会を開催している他、民間気象業務支援センターや (一社 )日本気象

予報士会が行う講習会等への講師派遣などの協力・支援を行っています。

気象・地震等の情報を扱う事業者等を
対象とした講習会

気象庁からの観測データ、予報資料の流れと、民間気象事業者による気象サービスの例

国民の安全・安心に資するため、気象庁は気象や地震等の情報を扱う事
業者等を対象に最新の技術や情報を解説する講習会を開催しています。

気象庁から提供された観測・解析・予報等の成果及び数値予報資料を基盤として、民間気象事業者は様々な気象サービスを行っています。
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